
事 務 連 絡

平成20年７月10日

地 方 社 会 保 険 事 務 局

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その３）

診療報酬の算定方法 平成20年厚生労働省告示第59号 等については 診「 」（ ） 、「

療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について （平成20年３月」

５日保医発第0305001号）等により、平成20年４月１日より実施しているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添１から２のとおり取

りまとめたので、参考までに送付いたします。

なお 疑義解釈資料の送付について 平成20年３月28日事務連絡 及び 疑、「 」（ ） 「

義解釈資料の送付について （平成20年５月９日事務連絡）を別添３及び別添」

４のとおり訂正いたしますので、併せて送付いたします。



 
 

（ 別 添 ２ ） 

 

歯科診療報酬点数表関係 

 

【医学管理】 

 

（答）差し支えない。 

 

 

（答）算定要件を満たさないことから、算定できない。 

 

 

(答) 算定要件を満たす場合は、差し支えない。 

 

 

【在宅医療】 

 

（答）そのとおり。 

 

 

 

 

 

（問３）例えば、顎関節症、知覚過敏症、歯ぎしり、口内炎、くさび状欠損、

外傷性歯牙脱臼等について、歯科疾患管理料を算定して差し支えないか。

（問４）歯科訪問診療料にかかる在宅患者等急性歯科疾患対応加算は具体的

な処置等がない場合であっても、切削器具及びその周辺装置を常時携行

している場合は算定できるのか。 

（問２）「ＣＫダツリ」病名において、再装着で治療が終了する場合は、歯

科疾患管理料を算定できるか。 

（問１）医学管理料等に係る患者への提供文書については、平成 18 年 4 月

24 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡により、「指導管理料等の算

定に際し、患者に対し文書により情報提供する項目及び内容と診療録に

記載する項目及び内容が同様のものであり、患者への情報提供文書が患

者にとってわかりやすいものであり、かつ診療録に求められる歯科医学

的な水準を満たす場合にあっては、患者に交付した情報提供文書の写し

を診療録へ添付することにより算定して差し支えない。」との取扱いとな

っているところであるが、歯科疾患管理料及び新製有床義歯管理料につ

いても、同様の取扱いであると考えて差し支えないか。 



 
 

 

【画像診断】 

 

(答) そのとおり。 

 

 

【処置】 

 

（答）差し支えない。    

 

 

（答）歯肉膿瘍（ＧＡ）、歯槽膿瘍（ＡＡ）、Ｐの急発等の急性症状時が想定さ

れる。なお、特定薬剤の使用については、薬事法上の用法等を踏まえるこ

と。 

 

 

（答）差し支えない。なお、特定薬剤料自体の算定ができない場合であって、「歯

周疾患処置」の算定要件を満たす場合においては、「その他」欄に使用した

特定薬剤名を記載した上で、「歯周疾患処置」を算定して差し支えない。    

   

（問６）非侵襲性歯随覆罩の開始時において、必要があって、齲蝕処置を

行った場合に、それぞれの費用を算定して差し支えないか。 

（問８）平成 20 年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象とし

て、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケ

ット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、例えば、歯周疾

患による急性症状により来院した患者に対して、初診当日や２回目等

において、必要があって薬事法上の用法・用量を踏まえて特定薬剤を

用いた場合には、使用量にかかわらず、歯周疾患処置を算定しても差

し支えないか。 

（問７）平成 20 年度歯科診療報酬改定において、歯周疾患処置の対象とし

て、「歯周疾患による急性症状時に症状の緩和を目的として、歯周ポケ

ット内への薬剤注入を行った場合」が追加されたが、具体的には、ど

のような状態の場合が想定できるのか。 

（問５）平成 20 年 5 月 30 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成

20 年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において、留意事

項通知の別添 2 歯科診療報酬点数表に関する事項の第 2 章第 4 部「画

像診断」の通則 3 及び 4 が訂正となっているが、これはデジタル映像

化処理加算を算定した場合であっても、必要があってフィルムにプリ

ントアウトした場合には、フィルムの費用は別に算定できるものと考

えてよいか。 



 
 

 

 

（答）軟化象牙質を除去することが歯科医学的に妥当である場合は、算定でき

る。なお、この場合においては、齲蝕処置を必要とした傷病名（Ｃ病名）

が必要である。 

 

 

【歯科矯正】 

 

（答）そのとおり。 

 

 

（答）歯科点数表第４部「画像診断」に掲げる画像診断料以外の画像診断料の

算定は、医科点数表の例により算定する。 

 

 

【病理診断】 

 

（答）差し支えない。   

 

 

 

 

 

 

 

 

（問 11）保険診療による歯科矯正において、必要があって手根骨を撮影し

た場合の算定方法如何。 

（問 10）保険診療において、歯科矯正に係る歯科矯正セファログラムと歯

科パノラマ断層撮影を異なる診断目的（診断対象となる疾患が異なる

場合等）により行った場合の診断料は、それぞれの所定点数を算定す

る取扱いであるが、歯科矯正に係る一連の画像診断として、歯科矯正

セファログラムと同じ目的で行った場合の診断料は、50/100 で算定す

るのか。 

（問９）脱離再装着の際に、軟化象牙質の除去を行った場合は、齲蝕処置

に係る費用を算定できると考えるがいかがか。 

（問 12）医科・歯科併設の病院において、病理診断部門に病理診断を専ら

担当する医師が配置されている場合に口腔病理診断料を算定して差

し支えないか。 



 
 

 

【診療報酬明細書関係】 

 

（答）差し支えない。 

 

 

（答）差し支えない。 

 

 

（問 14）接着ブリッジ支台歯に係る歯冠形成又は鋳造歯冠修復を算定する

際は、診療報酬明細書の歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に支台

歯の部位及び接着冠を記載することとなっているが、「その他」欄への

記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支えないか。 

（問 13）顎運動関連検査を算定する際は、診療報酬明細書の検査の「その

他」欄に実施した検査名及び検査日を記載することとなっているが、

「その他」欄への記載が困難な場合は、「摘要」欄に記載して差し支

えないか。 



 
 

 

（ 別 添 ４ ） 

 

歯科診療報酬点数表関係 

 

（答）① 新製有床義歯管理料は、平成 20 年 4 月 1 日以降において、新たに製

作した有床義歯を対象とするものであるが、平成 20 年 3 月に新たに製

作した有床義歯に係る新製義歯調整指導料又は、新製義歯指導調整料

を算定していない場合は、平成 20 年 4 月 1 日以降であって、当該義歯

の装着日後 1 月以内において、算定要件を満たす場合は、新製有床義

歯管理料を算定して差し支えないものとし、この場合の有床義歯管理

料及び有床義歯長期管理料は、当該有床義歯の装着日から起算して算

定する。 

   ② 平成 20 年 3 月 31 日以前に装着された新製有床義歯について、同一

初診中であって、平成20年4月1日以降において行った義歯の管理は、

上記①の場合に該当しない場合は、必要に応じて有床義歯管理料によ

り算定する。 

 

（問７） ①平成 20 年 3 月 31 日以前において、新製有床義歯を装着した

場合であって、①平成 20 年 4 月 1 日以降において、当該有床義歯の装

着後 1 月以内に義歯の管理を行った場合は、新製有床義歯管理料を算

定して差し支えないか。②また、平成 20 年 3 月 31 日以前に装着した

新製有床義歯について、同一初診中であって、平成 20 年 4 月 1 日以降

における有床義歯管理料及び有床義歯長期管理料の取扱い如何。 




